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（3）

整理番号 重点２-１

重点項目検討シート

項目 地域関係団体等による協働の取組み

2 検討内容
地域で活動する市民、団体などの拠点となる「市民活動センター」の活動状況を検証
し、今後さらに地域関係団体等がつながり、協働のまちづくりを進めるための取組みを考
える。

事前質問等

（1）

市民活動センターについて、設置の目的とその役割を説明してください。

（2）

具体的な事業を例に市民活動センターによる市民参加・市民協働によるまちづくりの状況につい
て、説明してください。

（2）

会員数：１４２団体個人（正会員８６団体個人、賛助会員１４団体個人、応援企業会員４２企業）
役員体制：理事9名、監事2名（役員会８回、通常総会、全員会議１回）
各種対応件数：２，９８０件（来館、電話、メールによる問い合わせ、相談件数）
機器（テント、音響、映像等）貸出１４０件、印刷機利用５０９件、会議室利用８６３件
交流事業：市民活動センターまつり～ツナガル・フェスタ開催　　　以上29年度実績（総会資料より）

（3）

設立から３年が経過し、当初の会員数５２団体個人から、１４２団体個人となり、さらに、この４月
に民間施設「アルファコート緑と語らいの広場 えにあす」内に拠点を移転し、一定程度の充実が図
られてきたことから、次のステップとして、市民活動支援拠点としての組織の安定性及び社会的信
用性の確立を目指して機能の充実を図ってくため、NPO法人化に取り組むこととしています。

今後さらに地域活動を担う市民や団体のつながりを高めるために、どのような取組みをする必要が
あるか。

担当課 市民活動推進課

担当課による回答

（1）

市民活動に寄与することを目的とし、次の5項目の拠点としての役割を担う。
（１）　市民活動の総合窓口
（２）　様々な活動や情報を市民、団体、関係機関につなぐ中間支援拠点
（３）　市民活動団体がまちづくり等への参画を推進する協働のまちづくり拠点
（４）　地域の様々な課題に対してアドバイスを行う地域コミュニティの拠点
（５）　市民や市民活動団体の交流拠点
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